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Ⅰ　調査目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　訪問看護の普及状況、対象者のニーズ、具体的看護内容、事業実施上の問題点等に関す

　　る調査を行い訪問看護推進事業を実施する上での基礎資料を作成することを目的とする

Ⅱ　調査概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　   1.調査対象　2024年8月1日現在、新潟県に現存する訪問看護ステーション204 施設

　　　　　　　　（下越16施設、新潟101施設、県央20施設、中越28施設、魚沼12施設、

　　　　　　　　　上越25施設、佐渡２施設）

　　　　　　　　 ※2023年度調査：188施設

　　　　　　　　（下越15施設、新潟92施設、県央20施設、中越25施設、魚沼11施設、

　　　　　　　　　上越23施設、佐渡２施設）

　　2.回収件数

　　3.調査内容

　　　①訪問看護ステーションの概要

　　　②加算の届出について

　　　③サービス提供の実績について

　　　④事業所の運営について

　　　⑤職員について

　　　⑥新卒看護職員採用について

　　　⑦携帯電話当番について

　　　⑧事業所の質向上のための取り組みについて

　　　⑨訪問看護を行う上で問題として感じていること

　　　⑩職員等のカスタマーハラスメント被害について

　　　⑪看護学生実習の受け入れについて

　　　⑫看護協会の入会状況

Ⅲ　調査方法　アンケート用紙メール送信・回収（自記方法）

Ⅳ　調査期間　調査項目により下記の通り

　　①2023年 4 月１日～2024年3月31日

　　②2024年 9 月１日～9 月30日

　　③2024年10月１日～10月14日

Ⅴ　調査結果

　　＊結果の集計方法：①新潟県二次医療圏域別（下越・新潟・県央・中越・魚沼・上越・佐渡）

　　　　　　　　　　　②施設規模別

　　　　　　　　　 　（看護職員常勤換算数：大規模10人以上・中規模5人～10人未満・小規模5人未満）
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　1.訪問看護ステーションの概要

　1）設置主体

　　設置主体は、医療法人が最も多く37.1％、次いで営利法人が34.3％であった。

　　図１　設置主体割合

　表１ 設置主体

　　サテライトを設置している施設は、５施設であった。医療保険の届出のみしている施設が

　１施設含まれている。

　表２ サテライト事業所設置の有無
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医療法人
37.1％

社会福祉法人
6.3％

厚生（医療）農業協同組合
及び連合会
7.7％

消費生活協同組合
及び連合会
2.1％

営利法人
34.3％

その他2.8％ 市町村4.2％

医師会
0.7％

看護協会
2.8％

社団・財団法人
1.4％

社会福祉協議会
0.7％



　2.加算の届出について【2024年10月1日】

　　1）加算の届出状況と算定実績

　　【介護保険】

　　　介護保険の指定を受けている143施設のうち、予防訪問看護では「特別地域加算」12施設、

　　中山間地域における「小規模事業所加算」のうち「地域」28施設、「規模」4 施設であった。

　 「緊急時介護予防訪問看護加算」は「Ⅰ」74施設、同「Ⅱ」36施設であった。「特別管理加算」

　　は121施設。報酬改定で新設された「専門管理加算」は９施設、「口腔連携強化加算」18施設

　　であった。「看護体制強化加算」は17施設、「サービス提供体制強化加算」は「Ⅰ」65施設、

　　同「Ⅱ」12施設、届出していない施設は66施設であった。

　　　訪問看護では、「特別地域加算」は13施設、中山間地域における「小規模事業所加算」のうち

　 「地域」28施設、「規模」7 施設であった。「緊急時訪問看護加算」は「Ⅰ」75施設、同「Ⅱ」

　　35施設であった。「特別管理加算」は119施設。報酬改定で新設された「専門管理加算」は

　　10施設、「口腔連携強化加算」17施設であった。「看護体制強化加算Ⅰ」は８施設、同「Ⅱ」

　　は30施設、「サービス提供体制強化加算」は「Ⅰ」65施設、同「Ⅱ」12施設、届出していな

　　い施設は66施設であった。

３

 

表３　①介護保険 予防訪問看護（圏域別）

表３　 ②介護保険 訪問看護（圏域別）

ｎ＝143

ｎ＝143



　　【医療保険】

　　　医療保険を算定している143施設のうち、加算届出状況は、「24時間対応体制加算」（イ）は

　　82施設、同（ロ）32施設であった。「特別管理加算」は112施設。報酬改定で新設された「訪問

　　看護医療ＤＸ情報活用加算」は29施設、「ベースアップ評価料」は70施設であった。「精神科訪

　　問看護基本療養費」は93施設、「２回目以降の訪問看護管理療養費1」は113施設、同「2」は30施設

　　であった。「機能強化型訪問看護管理療養費Ⅰ」は0施設、同「Ⅱ」は6 施設、同「Ⅲ」2 施設

　　であった。

　2）医療保険；機能強化型訪問看護管理療養費について

　　143施設中、「届出をしている」は８施設、「要件を満たしているが届出をしていない」は３施設、

  「要件を満たしていないが届出の意向がある」は28施設、「要件を満たしていない、届出の意向も

　ない」は104施設だった。

　　要件を満たしているが届出をしていない理由 自由記載

　　・届出に時間がかかる　　１件

　　・利用料金が近隣の訪問看護ST より高額となる　　１件

４

 

表４ 医療保険（圏域別）

表５ 機能強化型届出状況と意向（圏域別）

ｎ＝143

ｎ＝143



　　【機能強化型Ⅱ　満たしていない要件】

　　　 「⑩専門の研修を受けた看護師の配置（望ましい）」が101件、「③ターミナルケア又は重症

　　　児の受入」が95件、「①常勤看護職員数５人以上」が77件、「④別表第七を算定する利用者が

　　　月７人以上」が70件だった。

　　【機能強化型Ⅲ 満たしていない要件】

　　    「⑪専門の研修を受けた看護師の配置（望ましい）」が105件、「④重症度の高い利用者の受

　　　け入れ」89件、「⑦地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績」81件、「⑧直近１年間

　　　に地域の医療機関や訪問看護STを対象とした研修」が70件だった。

５

 
表６　①届出の意向はあるが、満たしていない要件 機能強化型Ⅱ（圏域別） 【複数回答】

表６　②届出の意向はあるが、満たしていない要件 機能強化型Ⅲ（圏域別） 【複数回答】



　３.サービス提供の実績について

　 1）1 年間の利用者状況【2023年４月１日～2024 年３月31日】

　　新潟県全域の利用実人数は39,695人、利用延べ件数は636,273件であった。

　 2）利用者の状況【2024年９月１日～９月30日】

　　保険別利用実人数は、介護保険7,643人、医療保険4,360人であった。

　　年齢別では80歳以上90歳未満が3,748人、70歳以上80歳未満が2,647人であった。

　　介護度別では要介護２が1,649人、要介護１が1,519人であった。

６

 

表７　１年間の利用実人数、利用延べ件数（圏域別） ｎ＝134

表８　保険別、年齢別、介護度別利用実人数（圏域別） ｎ＝143



７

 

図２　保険別利用者実人数

図4　介護度別利用実人数

図３　年齢別実人数

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要支援５ 申請中・その他
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544人（4.5％）
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　3）小児訪問看護について【2024年９月１日～９月30日】

　　　小児訪問看護を「実施している」は65施設、「実施していない」は76施設、「準備中」は２施設

　　であった。小児の利用実人数は122人、利用延べ件数は659 件であった。

　　　小児訪問看護の実施上問題と思うことは「依頼が少ない」が40件、「近隣に往診医師がいない」

　　が31件であった。

　　　小児訪問看護を実施するために問題と思うことは「経験・スキルがない」が57件、「依頼が少

　　ない」が28件、「近隣に往診医師がいない」が25件であった。

８

 

表９　①小児訪問看護実施状況（圏域別）

表９　 ②実施上問題と思うこと、実施するために問題と思うこと（圏域別）【複数回答】

ｎ＝143



　4）精神科訪問看護について【2024年９月１日～９月30日】

精神科訪問看護を実施している施設は93施設、利用実人数は2,271人であった。

　　　年齢別では「20歳以上40歳未満」が510人、「50 歳以上60歳未満」が493人、「60 歳以上70歳

　　未満」が418人であった。

　　　疾患別では「統合失調症」1,015人、「その他の精神疾患」330人、「うつ病」266人だった。

　　　精神科訪問看護の実施上問題と思うことは、「精神科訪問看護の経験豊富なスタッフが少ない」

　　48件、「行政の手続きに時間がかかる」36件、「地域の社会資源とのネットワークが少ない」31件だった。

　　　届出をしていない理由として「精神科訪問看護の経験がある職員がいない」32件、「精神科訪

　　問看護を担当できる職員がいない」が21件であった。

９

 

表９　③１か月間の小児訪問看護利用実人数、利用延べ件数（圏域別） ｎ＝65

ｎ＝93表10 　１か月間の精神科訪問看護年代別利用実人数（圏域別）

図５　精神科訪問看護利用実人数年次推移



　5）サービス終了及びターミナルケアに関連する状況について 【2023年４月１日～2024年３月31日】

　　　サービス終了の理由は、「入院」が2,171件、「死亡」が1,299人、「入所」が808 件であった。

　　　終了理由が死亡の場合の死亡した場所は、「自宅」が796件、「サービス付き高齢者専用住宅」

　　18件であった。

　　  「ターミナルケア加算」算定数は306件、「ターミナルケア療養費Ⅰ」は329件であった。

　　  「ターミナルケアを実施したにも関わらず加算算定ができなかった事例」は30施設で78件で

　　あった。その理由として「入院した」15件、「利用者・家族の同意がなかった」13件であった。

　　算定のために留意していることは「スタッフとの情報共有」52件、「看取りに向けて意向に沿っ

　　たケアと記録」51件、「ターミナルケアに関わる計画と家族の同意」50件だった。
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表11　疾患別利用実人数（圏域別） ｎ＝93

表13　サービス終了の理由と実人数、終了理由が死亡の場合、死亡した場所と実人数（圏域別） ｎ＝134

表10 　１か月間の精神科訪問看護年代別利用実人数（圏域別）



　　　グリーフケアを「実施した」77件、その内容は「訪問」71件、「電話」29件であった。「実施

　　しなかった」12施設、その理由は「時間的及び人的余裕がない」10件であった。

　　　デスカンファレンスを「実施した」は26施設、「実施しなかった」は63施設であった。

11

 

表14　ターミナルケア加算などの算定件数（圏域別）
　　　ターミナルケアを実施したにも関わらず加算算定ができなかった事例の有無（圏域別）

表16　グリーフケア実施状況（圏域別）【複数回答】

表15　ターミナルケアを実施したにも関わらず算定できなかった理由
　　　算定するために留意していること 　　　　　　　                  【複数回答】

ｎ＝89



　6）14日間の訪問看護実施状況について【2024年10月１日～10月14日】

　　　訪問看護の利用実人数は11,396人で、疾患別では「精神疾患」が2,258人、「脳血管疾患」

　　1,498人、「循環器疾患（心疾患）」1,309人であった。訪問延べ件数は24,986件で、「精神疾患」

　　が4,373件、「脳血管疾患」3,490件、「難病」3,403件であった。
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  表17　 
  デスカンファレンス実施状況
（圏域別）

表18　14 日間の訪問看護の実施状況について

ｎ＝89
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図６　主たる疾患別の利用実人数

図７　主たる疾患別の利用延べ件数

図８　訪問看護の提供内容



４.事業所の運営について

　1）収支状況

　　「黒字」49施設、「赤字」48施設、「収支均衡」24施設、「把握していない」13施設であった。

　　赤字のその他の理由として、「職員の休職」、「複数名の職員退職」、「利用期間が短期間で入院入

　所による終了」が挙げられた。
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表19　１年間の収支状況（圏域別／規模別）

図９　１年間の収支状況

ｎ＝134

36.6％

66.7％ 11.1％ 22.2％

46.6％ 13.8％ 27.6％ 12.1％

23.9％ 22.4％ 44.8％ 9％

17.9％ 35.8％ 9.7％



　2）今後の運営の意向

　　　事業所規模では、「現状維持」104施設、「拡大したい」37施設、「縮小したい」2 施設であった。

　　事業内容では「現状維持」98施設、「拡大したい」44施設、「縮小したい」1 施設であった。

　　　規模を拡大したい内容は「人員を増やし経営の安定化を図りたい」等が挙げられた。
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表20　今後の運営の意向（圏域別／規模別） ｎ＝143



　3）保険外サービスの実施状況

　　　保険外サービスを実施した施設は34施設であった。実施した内容は「受診時の同行」が17件、

　  「救急搬送時の同乗」が６件、「家族が外出する際の留守番ケア」が６件であった。その他多岐

　　に渡るサービス内容が挙げられた。
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表21　保険外サービスの実施状況（圏域別／規模別） ｎ＝134



５.職員について

　1）現在の職員体制【2024年10月１日】

　　　訪問看護従事者数は、1,203人で、うち常勤職員が854人、非常勤職員が349人であった。職

　　種別では看護職881人、リハビリ職227人、事務職員85人、看護補助者10人であった。看護職

　　の常勤換算別では「3～5 人未満」61施設、「5～7.5 人未満」40施設であった。
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表22　職員体制【2024年10月１日現在】

表23　看護職員常勤換算【2024年10月１日現在】

図10　看護職員常勤換算数の割合

図11　訪問看護従事者の年次推移
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　2）看護職員の年代別実人数【2024年10月１日】

　　　看護職員の年代別は、50歳代が299人、40歳代が288人、30歳代が130人であった。

　3）訪問看護師としての勤務年数【2024年10月１日】

　　　勤務年数は、「５年以上10年未満」が196人、「15 年以上」が180人であった。

　　　施設勤務年数では、「１年以上３年未満」が212人、「５年以上10年未満」が185人であった。

　4）看護職員の採用及び募集について【2023年４月１日～2024年３月31日】

　（1）１年間の募集有無

　　　募集が「あり」88施設、「なし」46施設であった。

　

　（2）１年間の採用状況

　　　採用人数は、常勤83人、非常勤56名であった。
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表24　看護職員の年代別・訪問看護師としての勤務年数別・現時点での勤務年数別人数
　　  【2024年10月１日現在】（圏域別）】

図12　看護職員の年代別人数【2024年10月１日現在】

表25　 1 年間の募集の有無

ｎ＝143
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表26　①常勤職員（圏域別／規模別） ｎ＝83

ｎ＝56表26　②非常勤職員（圏域別／規模別）



（3）１年間の充足状況

　　　「だいたい充足していた」56施設、「時々不足していた」30施設であった。
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表27　１年間の充足状況（圏域別／規模別） ｎ＝134



　5）看護職員の退職状況【2023年４月１日～2024年３月31日】

　　　退職者数は107人で、うち常勤職員64人、非常勤職員43人であった。退職までの年数は常勤

　　職員で「１年以内」19名、非常勤職員では「１年以内」21人であった。

　　　退職理由としては、常勤は「転職」「訪問看護が合わない」、非常勤は「訪問看護が合わない」

　 「介護等家庭の事情」が上位をしめていた。
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表28　看護職員の退職状況【常勤職員】（圏域別／規模別）

図13　退職までの在籍年数

ｎ＝64
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表30　 看護職員の退職状況【非常勤職員】（圏域別／規模別）                         　　　ｎ＝43

図14　退職の理由（常勤職員）
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　6）看護職員の定着の工夫

　　　定着の工夫は「職場環境作り」が117件、「家庭の事情に合わせた柔軟な勤務体制作り」が113件、

　  「利用者に関する負担軽減」が100 件であった。
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図15　退職の理由（非常勤職員）

表32　看護職員の定着の工夫（圏域別／規模別）【複数回答】



　【直近１年間の年次有給休暇取得率について】

　　年次有給休暇取得率は、「60％以上80％未満」が27施設、「80％以上」が21施設であった。

　

　7）看護職員の育成体制について

　【新採用看護職員】

　　育成体制が「ある」112施設、「ない」が31施設であった。内容として「OJT」が99件、「日本訪

　問看護財団等のe ラーニング」が39件であった。

　  「ない」理由として、「業務多忙」、その他では「採用がない」「採用してから作成」が挙げられた。
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図16　看護職員定着の工夫
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図17　年次有給休暇取得状況
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　【既存の看護職員】

　　育成体制が「ある」112施設、「ない」が29施設であった。内容として「OJT」が83件、「日本訪

　問看護財団等のeラーニング」が33件であった。

　  「ない」理由として、「業務多忙」が18件だった。

　

６.新卒看護職員採用について（新卒看護師とは、看護大学や看護学校を卒業後１年以内の看護職員を指す）

　　　新卒看護職員の採用が「あり」は２施設、２人。採用「なし」は132施設であった。今後「ぜひ

　　採用したい」が27施設であった。

　　　新卒看護師育成プログラムが「あり」は49施設であった。「なし」の理由の自由記載として

　 「新卒採用予定がない」が28件挙げられた。
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表34　既存の看護職員育成プログラムの有無【複数回答】

表33　新採用した看護職員育成プロラムの有無【複数回答】



７.携帯電話当番について

　1）携帯電話当番に対するストレス対策の工夫

　　　ストレス対策が「ある」が112施設、工夫内容としては「フォローできる体制」が97件、「当

　　番日の希望を受ける」が96件であった。
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表36　新卒採用時の卒後月数

表35　新卒看護職員採用について（圏域別／規模別）
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　2）二番手携帯電話当番の手当

　　　手当が「ある」54施設、金額は平日100～1,000 円未満が21件、休日2,000円以上が21件だ

　　った。手当「なし」は60施設であった。

表37　携帯当番に対するストレス対策の工夫（圏域別）

表38　二番手携帯当番の手当（圏域別）
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　3）24時間対応体制加算6,800円の算定状況

　　算定している場合、負担軽減策ア～カのどれを届出したか

　　※届出要件は「アまたはイを含む２項目以上を満たしていること」となっている。

　　　 「算定している」は83施設で、届出内容は「イ」76件、「カ」55件であった。「算定してい

　　　ない」は32施設であった。

　4）届出をしていない理由

　　届出をしていない理由として、「人員不足」22件であった。

表39　24時間対応体制加算6,800円の算定状況、届出した要件

表40　緊急時訪問看護加算、24時間対応体制加算の届出を
　　　していない理由（圏域別）（複数回答）
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８.事業所の質向上のための取り組み

　1）研修について

　　　内部研修「あり」は137施設、「なし」は６施設であった。外部研修計画「あり」は130施設、

　  「なし」は13施設であった。外部研修の内容は多岐に渡っていた。

表41　 内部研修、外部研修（圏域別／規模別）
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　2）事業所の質評価について

　（1）質評価の実施

　　　質評価を「実施している」は89施設、うち「毎年実施」は51施設であった。「実施していない」は

　　54施設で、理由として「業務多忙」が37施設、「方法がわからない」が21施設、その他の理由と

　　して「法人の方針」が挙げられた。

表42　質評価について（圏域別） ｎ＝143



33

　3）専門性の高い研修を修了した看護職員について【2024 年10月１日】

　（1）専門性の高い研修を修了した看護職員の在籍状況

　　　専門性の高い研修を修了した看護職員は全県で27人、うち「専門看護師」が２人、「認定看護師」

　　が12人、「特定行為研修を修了」が６人であった。

　（2）専門性の高い研修の受講に対する意向

　　 「受講したい（させたい）が難しい」が93施設、「希望しない」が30施設、「受講したい（させ

　　たい）」が20施設であった。「受講が難しい・希望しない」理由として、「人員的余裕がなく業

　　務に支障が生ずる」が79件、「時間的な余裕がない」が59 件、「希望者がいない」が32件挙げ

　　られた。

表43　質評価について（圏域別）

表44　専門性の高い研修受講に対する意向（圏域別）
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　（3） 専門性の高い研修への助成制度

　　　助成制度を「知っているが活用したことはない」は84施設、「知らない」は56施設、「知って

　　いて助成を受けたことがある」は３施設であった。

９.訪問看護を行う上で問題として感じていること

　「問題と感じている」は142施設、「問題と感じていない」は１施設であった。問題点は「利用者

　の確保」が94件、「管理者の負担が大きい」が80件、「24時間体制のためスタッフのストレスが大

　きい」が73件、「人員不足」が68件、「スタッフの能力に差がある」が59件、その他は多岐にわたる

　項目が挙がった。

表45　専門性の高い研修への助成制度について（圏域別） ｎ＝１４３

表46　訪問看護を行う上で問題として感じていること（圏域別）【複数回答】
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10.職員等のカスタマーハラスメント被害について

　　被害が「ある」は63施設、「ない」は80施設であった。その対応方法は「施設内で相談しなが

　ら」が43件、「ケアマネジャーに相談した」が38 件、「管理者等が利用者等に注意を促した」が23件、

 「管理者が訪問を担当した」が22件であった。その他として「担当職員を交代した」等が挙げられた。

　　施設内で取り組んでいることとして、「契約書にハラスメントに関する項目の記載」が90件、「ハ

　ラスメント対策マニュアル作成」が74件だった。

　　対策において必要だと考えることとして、「利用者等への啓発」が95件、「職員に対する定期的な

　研修の充実」が77件であった。その他取り組んでいることとして「職員間の情報共有」が挙げられた。

図18　訪問看護を行う上で問題として感じていること

表47　看護職員等のカスタマーハラスメント被害について（圏域別）

訪問看護を行う上で問題として感じていること　その他自由記載
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表48　施設内で取り組んでいること【複数回答】

表49　対策において必要と考えること（圏域別）【複数回答】
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11.看護学生実習の受け入れについて

　　看護学生実習を「受け入れた、又は予定がある」は84施設、「受け入れる意向はない」は47施設、

 「受け入れる意向はあるが依頼がない」は12施設であった。依頼がない・受け入れる意向はない

　理由として、「十分な受け入れ態勢が取れない」が47件。「学生指導のスキル不足」が21件であった。

　その他として、「訪問の調整が難しい」「利用者の同意が得られない」「法人の方針」が挙げられた。

表50　看護学生実習受入の状況（圏域別／規模別）
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12.看護協会の入会状況 【2024年10月１日】

調査回答施設における 会員数／訪問看護職員数 ＝422／883 ＝ 47.9％

表51

3 件
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Ⅵ　添付資料

2024年度訪問看護実態調査にご協力くださった訪問看護ステーション
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2024年度訪問看護実態調査にご協力下さった訪問看護ステーション
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2024年度訪問看護推進委員会 

（2025年3月1日現在） 

氏 名 所   属 

田澤 和枝 
（委員長） 

訪問看護ステーションるぴなす 

増田 幸恵 
（副委員長） 

公益社団法人新潟県看護協会
訪問看護ステーションにいがた  

塩崎 章子 

坪谷 幸子

淡路 佳奈子

金子 歩

信楽園訪問看護ステーション

訪問看護ステーションランジュ 

ふるまい訪問看護リハビリステーション 

訪問看護ステーションココロ上越高田駅前 
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